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 　県 本 部 各 部 課 長　　                　  宮 本 務 第 4 8 2 号　　
                       　殿

   県 下 各 警 察 署 長 　　　　       　      令 和 ８ 年 ３ 月 2 3 日　　

                     　　　　　　　　　　      宮 城 県 警 察 本 部 長　　

 

犯罪被害者等及び関係者に対するカウンセリング費用の公費負担要領の一部改

 　　　正について（通達）

　犯罪被害者等及び関係者に対するカウンセリング費用の公費負担については 「犯、

罪被害者等及び関係者に対するカウンセリング費用の公費負担要領の一部改正につい

て（通達 （令和７年３月24日付け宮本務第475号）により運用してきたところであ）」

るが、この度、別添のとおり犯罪被害者等及び関係者に対するカウンセリング費用の

 公費負担要領を改正したので、運用上遺漏のないようにされたい。

 　なお、改正の要点等は下記のとおりであり、前記通達は廃止する。

 記

 １　改正の要点

 　　別記様式第３号及び別記様式第４号の記載事項を改めた。

 ２　施行期日

 　　令和８年４月１日



 別添

 　　　犯罪被害者等及び関係者に対するカウンセリング費用の公費負担要領

 

 １　趣旨　

　この要領は、犯罪被害者及びその家族若しくは遺族（以下「犯罪被害者等」とい

う。）又は犯罪被害の事実を知り得る立場にある者その他の関係者（以下「関係

者」という。）が犯罪被害後に精神科医等の医師、公認心理師又は臨床心理士（以

下「実施者」という。）のカウンセリング等を受けた際の費用を公費により負担す

 ることに関し必要な事項を定めるものとする。

 ２　公費負担の対象者

　公費による負担の対象者は、宮城県警察指定被害者支援要員制度実施要領で定め

る対象事件の犯罪被害者等及び関係者であって、精神的被害が大きく、早期に実施

者による精神的ケアが必要であると警務部警務課長（以下「警務課長」という。）

 が認めたもの（以下「対象者」という。）とする。

 ３　対象者の認定

⑴　警察署長又は宮城県警察高速道路交通警察隊長（以下「警察署長等」とい

う。）は、対象者として精神的ケアの必要があると判断したときは、警務課長に

カウンセリング費用対象事案報告書（別記様式第１号）により報告するものとす

 る。

⑵　警務課長は、犯罪被害者等が次に掲げる事由に該当する場合は、対象者として

認定しないものとする。ただし、当該犯罪行為の態様及び当該犯罪被害者等の経

済状況、境遇等を総合的に判断して、当該カウンセリング等を受けた際の費用を

 公費により負担することが相当であると認めるときは、この限りでない。

ア　犯罪被害者等と加害者との関係が夫婦又は直系血族（婚姻や養子縁組の届出

 はしていないが事実上同様の関係にあった場合を含む。）に当たるとき。

 　　イ　加害者が財産上の利益を受けるおそれがあると認められるとき。

 　　ウ　犯罪被害者等が当該犯罪行為を教唆し、又は幇助したと認められるとき。
ほう

エ　犯罪被害者等が暴行、脅迫、侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為をしたと認

 められるとき。

 　　オ　犯罪被害者等が当該犯罪行為に関して著しく不正な行為をしたと認められる

 　　　とき。

 　　カ　犯罪被害者等が当該犯罪行為を容認したと認められるとき。

 　　キ　犯罪被害者等が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある

 　　　組織へ所属していたと認められるとき。

 　　ク　犯罪被害者等が加害者及びその関係者に対して当該犯罪行為に対する報復を

 　　　したと認められるとき。

ケ　犯罪被害者等にカウンセリング等を受けた際の費用の公費による負担をする

 ことが社会通念上適切でない事情が認められるとき。



 　　コ　犯罪被害者等の申告が虚偽と認められるとき。

 　　サ　加害者の行為が正当防衛、緊急避難又は正当行為に当たるとき。

 　　シ　犯罪被害者等がカウンセリング等を受けた際の費用の公費による負担を希望

 　　　しないとき。

⑶　警務課長は、対象者の認定判断を行い、その判断結果を警察署長等に回答する

 ものとする。

 ４　公費負担の範囲

⑴　実施者が対象者の精神的被害の回復に効果があると認めた場合の、初診料又は

再診料（選定療養費を含む。）、診療料、入院料、投薬料、心理検査料及びカウ

 ンセリング料の費用（以下これらを「カウンセリング費用」という。）とする。

⑵　カウンセリング費用の公費による負担の金額及び回数は、制限しないものとす

 る。

⑶　カウンセリング費用の公費による負担の対象期間は、犯罪被害後に通院等した

 初診日から原則として３年間を限度とする。

 ５　公費負担の手続

 ⑴　対象者及び医療機関等に対する説明

ア　警察署長等は、対象者に対し、カウンセリング費用を公費により負担するこ

 とができる旨を説明するものとする。

イ　警察署長等は、対象者が実施者からカウンセリング等を受けたとき、又は受

けようとするときは、当該実施者又は実施者の所属する機関（以下「医療機関

等」という。）に対し、対象者が支払う費用のうち、カウンセリング費用を公

 費により負担することができる旨を説明するものとする。

 ⑵　対象者からの申請等

ア　警察署長等は、対象者がカウンセリング費用の公費による負担を求めたとき

 は、申請書（別記様式第２号）を提出させるものとする。

イ　対象者が既に医療機関等にカウンセリング費用を支払っているときは、前記

アの申請書のほかに、請求書（別記様式第３号）を提出させるものとする。こ

の場合において、当該医療機関等が発行した領収書の写しを添付させるととも

 に、請求内訳書の写し又は明細書の写しを添付させるものとする。

 ⑶　医療機関等からの請求

　警察署長等は、医療機関等からカウンセリング費用の公費による負担を求めら

れたときは、請求書（別記様式第４号）又は当該医療機関等に備え付けられてい

る請求書を提出させるものとする。この場合において、請求内訳書又は明細書を

 添付させるものとする。

 ６　対象者及び医療機関等から提出された申請書等の警察本部への送付

警察署長等は、対象者から申請書若しくは前記５－⑵－イに規定する請求書等が

提出されたとき、又は医療機関等から前記５－⑶に規定する請求書等が提出された

ときは、速やかに、当該申請書又は請求書等の写しを警務課長に送付するものとす



 る。

 ７　カウンセリング費用を公費により負担しない場合

　対象者としての認定後に、前記３－⑵に掲げる事由があることが判明した場合

は、当該カウンセリング費用を公費により負担しないものとする。ただし、当該犯

罪行為の態様及び当該対象者の経済状況、境遇等を総合的に判断して、当該カウン

セリング費用を公費により負担することが相当であると認めるときは、この限りで

 ない。

 ８　運用上の留意事項

⑴　性犯罪の被害者に対して、カウンセリング費用を公費により負担することがで

きる旨の説明をするときは、被害者の希望する性別の警察職員に立ち会わせるな

 ど、被害者の心理的な負担の軽減に努めるものとする。

⑵　犯罪被害者等及び関係者が18歳未満の場合には、必要に応じて当該犯罪被害者

等及び関係者の保護者（父母がいずれも死亡した場合にあっては、当該犯罪被害

 者等及び関係者の親族）に、公費による負担に関する説明をするものとする。

⑶　警察署長等は、この要領の適正かつ積極的な運用を図るため、所属職員に対す

る教養を行うとともに、必要に応じて、犯罪被害者等及び関係者に係るカウンセ

リング費用を公費により負担することができる旨を医療機関等に周知するものと

 する。

⑷　医師が保険診療として実施する診察の診療料については、犯罪被害者等給付金

の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律（昭和55年法律第36号）で定め

 る重傷病給付金として支給対象となり得る場合があるので、注意すること。



 別記様式第１号
 

                                             　　　 　　　 年　　月　　日
 

 　警 務 部 警 務 課 長　殿      
　　                                                                    
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長

 

 カウンセリング費用対象事案報告書

事 件 名

発 生 日 時 　　　　年　　　　月　　　　日　午前・後　　　時　　　分頃

  犯 罪 被 害 者 等 住　　居

  職　　業　　　　　　　　　　　　　　　　電　話
  氏　　名

生年月日 年　　月　　日生　（　　　歳）　　男・女            

 事 案 概 要

 及 び 実 施 理 由

 

 

 

  カウンセリング 住　　居
  を 受 け る 者 職　　業　　　　　　　　　　　　　　　　電　話

  氏　　名

  生年月日 年　　月　　日生　（　　　歳）　　男・女            
犯罪被害者等との関係等

精神的被害の状況

 署（隊）担当者 　　　課 　係　　階級　　　　　氏名           
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（警電　　　　　　）

本 部 判 断 回　答 可・否 回答日 　年　　　　月　　　　日         

備　　　　　　考



 別記様式第２号

 

 申　　請　　書
 

年　　　月　　　日                                            　　　　 

 　　
 

 　　　　　　　　　　　　　殿
 

 　　　　　　　　　　　　　　　申　請　者
 

 　　　　　　　　　　　　　　　住　　　所
 

 　　　　　　　　　　　　　　　氏　　　名　       　            
 

 　 私は、この度の犯罪被害に伴い、

 　　　

 　　 カウンセリング費用
 

  の公費負担による支援を申請します。
 

 　 また、この申請に係る公費負担手続のため、警察機関からカウンセリ
 

  ングを実施した医療機関等へ照会することに同意します。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 別記様式第３号

 請　　求　　書
 

                                                    　　　年　　月　 　日　　

 　　　　　　　　　　　　　殿

                                　 　　　　　　　　　　　　　　　

                                 　住　　　所　　　　　　　　　　　　　　　　

                               　  氏　　　名      　　　　            　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　電 話 番 号

 

 

  　私は、この度の犯罪被害に伴い、カウンセリング費用を別添のとおり支払いまし

  たので、次のとおり請求します。

                                                        

                       金　                          円

                        

 

 　  振込先

                      銀　　行

   金融機関名                    信用金庫                  本・支店

                    信用組合

  
口 座 番 号

普　通

 当　座

   フリガナ            

名 義 人
 

※　別添として、領収書の写しを添付するとともに、請求内訳書の写し又は明細書の

 写しを添付してください。

 



 

 別記様式第４号

 請　　求　　書
 

                                                  　　　　年　　月　　 日　　

 　　　　　　　　　　　　　　殿

                                   

 　　　　　　　　　　　　　　　　　医療機関等　　　　　　　　　　

                                   住　　　所　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　  名　  　称　　　　　　　　　　　　　　　　

                                   代 表 者                          　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　電 話 番 号

                               

   次のとおり請求します。

 

　　金　                          円

                      

   ただし （被害者名）　　　　　 　 　に係る別添のカウンセリング費用として、

 

  

 　　振込先

   　                    銀　　行

   金融機関名                    信用金庫                  本・支店

                   信用組合

 
口 座 番 号

普　通

当　座

  フリガナ            

名 義 人

 ※　別添として、請求内訳書又は明細書を添付してください。


